
退職所得に係る住民税額の算出方法が変わりました 
平成２５年１月１日以降に支払われる退職所得に係る市・道民税は、１０％の税額控除が廃止されます。 

また、勤続年数５年以下の会社役員等の退職手当に係る２分の１課税が廃止されます。 

（注）平成24年12月31日までに支払われる退職所得に係る市・道民税は、改正前の算出方法によります。 

 

＜税額の計算方法＞ 

１．課税標準となる退職所得金額の求め方  

○一般の退職所得者                                

 退職所得の金額  ＝（  退職手当等の支給額  －  ※退職所得控除額  ）×１／２ 

○勤続年数５年以下の会社役員等               

 退職所得の金額  ＝ 退職手当等の支給額  －  ※退職所得控除額  

（1,000円未満切捨）                              （注）２分の１を乗じる措置が廃止 

 ※退職所得控除額 

勤続年数 退  職  所  得  控  除  額 

２０年以下 ４０万円×勤続年数（８０万円に満たないときは８０万円） 

２０年超 ７０万円×（勤続年数－２０年）＋８００万円 

イ．勤続年数に１年未満の端数がある場合は、これを１年に切り上げます。 

ロ．障害者となったことにより退職した場合は、上記控除額に１００万円を加算します。 

 

２．退職所得に係る市・道民税額の求め方 

・市民税                                             

 税  額  ＝  退職所得の金額  ×  税率（６％） 

（100円未満切捨）                     （注）１０％の税額控除が廃止 

・道民税                                              

 税  額  ＝  退職所得の金額  ×  税率（４％）  

（100円未満切捨）                     （注）１０％の税額控除が廃止 

 

３．設例 

勤続年数２５年で退職し、１４，２２３，６３２円の退職手当等を受けた場合の税額の求め方 

 １ 退職所得控除額の計算 

   ７００，０００円×（２５年－２０年）＋８，０００，０００円＝１１，５００，０００円 

 ２ 退職所得の金額 

   （１４，２２３，６３２円－１１，５００，０００円）×１／２ ＝ １，３６１，０００円 （1,000円未満切捨） 

 ３ 退職所得に係る市・道民税額 

   市民税  １，３６１，０００円×６％＝８１，６６０円     ８１，６００円 （100円未満切捨） 

   道民税    １，３６１，０００円×４％＝５４，４４０円     ５４，４００円 （100円未満切捨） 

 

問い合わせ先 根室市役所総務部税務課課税担当 

                                  ℡０１５３－２３－６１１１（内線２１５２、２１５３） 


